
事務連絡 

令和４（2022）年 月 日 

 

株式会社○○○○（会社名） 肥料販売担当者 様 

 

栃木県農業環境指導センター検査課担当 

 

 

肥料を小分けにして販売する場合の表示について 

 

販売業者が肥料を小分けにして表示する場合、別紙のような表示を肥料に添えてください。表

示に用いる文字は背景の色と対照的な色とし、消費者の見やすい大きさ書体としてください。 

表示することが定められた事項以外は、枠の中に記載することはできません。 

肥料の種類によって表示が異なります。また、小分けする際にふるい分けを行う場合「生産」

に該当しますので肥料販売とは別の手続が必要になります。 

不明な場合は農業環境指導センターにお問合せください。 

検査課 

TEL 028-626-3086 

FAX 028-626-3012 

宇都宮市竹林町 1030-2 

河内庁舎別館３階 

 



  



肥料販売届出者が化成肥料（普通肥料）を小分けする場合の表示 

栃木県農業環境指導センター 

小分け前の表示  小分け後の表示 

生産業者保証票  販売業者保証票 ※１ 

登録番号   生第○○号 

肥料の種類  △△肥料 

肥料の名称  □□□□ 

保証成分量（％） 

    窒素全量       ８．０ 

     内アンモニア性窒素 １．５ 

    りん酸全量      ８．０ 

    加里全量       ８．０ 

材料の種類 

 効果発現促進剤及び組成均一化促進剤 

正味重量     ２０キログラム 

生産した年月   2021．△△  

生産業者の氏名又は名称及び住所 

 □□□株式会社 

 □□□県□□□□□□ 

生産した事業場の名称及び所在地 

 □□□株式会社 △△工場 

 □□□県□□□□□□ 

 

                  ※２ 

肥料の種類  △△肥料 

肥料の名称  □□□□ 

保証成分量（％） 

    窒素全量       ８．０ 

     内アンモニア性窒素 １．５ 

    りん酸全量      ８．０ 

    加里全量       ８．０ 

材料の種類 

 効果発現促進剤及び組成均一化促進剤 

正味重量   ○キログラム ※３ 

生産した年月   2021．△△ ※４ 

生産業者の氏名又は名称及び住所 

 □□□株式会社 

 □□□県□□□□□□ 

生産した事業場の名称及び所在地 

 □□□株式会社 △△工場 

 □□□県□□□□□□ 

 販売業者保証票を付した年月 2021．△ 

 販売業者の氏名又は名称及び住所 ※５ 

 ○○○株式会社 

 栃木県○○市○○ 

   
家庭園芸専用  家庭園芸専用 ※６ 

                   下線部は販売者が追加して表示する内容です 

                   ※ については、裏面の記載内容を確認してください 

 

肥料販売業者は、生産業者が表示した内容と小分けにした情報を消費者に伝えなければなりま

せん。 

小分けした大きさが６キログラム以上の場合、１文字の大きさを８．０ポイント（約３ｍｍ）

以上の大きさにしてください（６キログラム未満の場合は保証票の文字の大きさに指定はありま

せん） 

この資料は独立法人農林水産消費安全技術センターが作成した「肥料の表示について」 

（令和３年11月）を参考に作成しました。 http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub8.html 



表面の説明（化成肥料） 

※１ 「生産業者保証票」の記載を「販売業者保証票」に変更してください。 

 

※２ 登録番号は記載しないでください。スペースを開ける必要はありません。 

 

※３ 中身の重さが表示より下回らないようにしてください。 

   重量の表示は、「ｋｇ」、「キログラム」、「ｇ」、「グラム」どちらでも表記できます。 

 

※４ 年月の表示方法は、次のいずれかの例により記載してください。 

    令和３年１２月 

      Ｒ３．１２ 

    ２０２１．１２ 

    「生産した年月」は、生産業者が表示しているものを書き写してください 

    「販売業者保証票を付した年月」は、小分けにした年月を記載してください 

 

※５ 販売業務開始届出書に記載した氏名又は名称及び住所を記載してください。 

 

※６ 「家庭園芸専用」の記載がある場合、枠外に縦又は横書きで表示してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

肥料の表示の手引き（令和３（2021）年11月）80～81ページ 

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター                    

  



肥料販売届出者が堆肥及び動物の排せつ物（特殊肥料）を小分けする場合の表示 

栃木県農業環境指導センター 

小分け前の表示  小分け後の表示 

肥料の品質の確保等に関する法律 

に基づく表示 

 肥料の品質の確保等に関する法律 

に基づく表示 

肥料の名称  □□□□ 

肥料の種類  △△ 

届出をした都道府県 

 ○○県届出 第○○号 

表示者の氏名又は名称及び住所 

 □□□株式会社 

 □□□県□□□□□□ 

正味重量     ２０キログラム 

生産した年月   2021．△△  

（原料）  ○○、○○、○○ 

備考：生産に当たって使用された重量の大

きい順である 

主成分の含有量等（現物当たり） 

 窒素全量       １．０％ 

 りん酸全量      １．０％ 

 加里全量       ０．５％未満 

 炭素窒素比        ６ 

 

 肥料の名称  □□□□ 

肥料の種類  △△ 

届出をした都道府県 

 栃木県届出 第  号※１ 

表示者の氏名又は名称及び住所 

 ○○○株式会社 ※２ 

 栃木県○○市○○ 

正味重量     ○キログラム※３ 

生産した年月   2021．△△ ※４ 

（原料）  ○○、○○、○○ 

備考：生産に当たって使用された重量の大

きい順である 

主成分の含有量等（現物当たり） 

 窒素全量       １．０％ 

 りん酸全量      １．０％ 

 加里全量       ０．５％未満 

 炭素窒素比        ６ 

 

                   下線部は販売者が追加して表示する内容です 

                   ※ については、裏面の記載内容を確認してください 

 

肥料販売業者は、生産業者が表示した内容と小分けにした情報を消費者に伝えなければなりま

せん。 

小分けした大きさが６キログラム以上の場合、１文字の大きさを８．０ポイント（約３ｍｍ）

以上の大きさにしてください（６キログラム未満の場合は保証票の文字の大きさに指定はありま

せん） 

この資料は独立法人農林水産消費安全技術センターが作成した「肥料の表示について」 

（令和３年11月）を参考に作成しました。 http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub8.html

  



表面の説明（堆肥及び動物の排せつ物） 

※１ 肥料販売業務開始届出書を届け出た都道府県名を記載してください。 

   「都道府県名」のみの記載でも問題ありません。 

 

※２ 肥料販売業務開始届出書で届け出たとおりに記載してください。 

 

※３ 中身の重さが表示より下回らないようにしてください。 

   重量の表示は、「ｋｇ」、「キログラム」、「ｇ」、「グラム」どちらでも表記できます。 

 

※４ 年月の表示方法は、次のいずれかの例により記載してください 

    令和３年１２月 

      Ｒ３．１２ 

    ２０２１．１２ 

    「生産した年月」は、生産業者が表示しているものを書き写してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

肥料の表示の手引き（令和３（2021）年11月）100～106ページ 

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター                   

  



肥料販売届出者が特殊肥料を小分けする場合の表示 

栃木県農業環境指導センター 

小分け前の表示  小分け後の表示 

特殊肥料  特殊肥料 

指定名    ○○○○ 

肥料の名称  △△△△ 

届出をした都道府県 

 ○○県届出 第○○号 

肥料の名称  □□□□ 

原料  ○○○ 

正味重量     ２０キログラム 

生産した年月   2021．△△  

生産業者の氏名又は名称及び住所 

 □□□株式会社 

 □□□県□□□□□□ 

 

 指定名    ○○○○ 

肥料の名称  △△△△ 

届出をした都道府県 

 栃木県届出 第  号※１ 

肥料の名称  □□□□ 

原料  ○○○ 

正味重量     ○キログラム※２ 

生産した年月   2021．△△ ※３ 

生産業者の氏名又は名称及び住所 

 □□□株式会社 

 □□□県□□□□□□ 

 販売業者の氏名又は名称及び住所 ※４ 

 ○○○株式会社 

 栃木県○○市○○ 

                   堆肥及び動物の排せつ物は、別の表示になります 

                   下線部は販売者が追加して表示する内容です 

                   ※ については、裏面の記載内容を確認してください 

 

肥料販売業者は、生産業者が表示した内容と小分けにした情報を消費者に伝えなければなりま

せん。 

小分けした大きさが６キログラム以上の場合、１文字の大きさを８．０ポイント（約３ｍｍ）

以上の大きさにしてください（６キログラム未満の場合は保証票の文字の大きさに指定はありま

せん） 

この資料は独立法人農林水産消費安全技術センターが作成した「肥料の表示について」 

（令和３年11月）を参考に作成しました。 http://www.famic.go.jp/ffis/fert/sub8.html

  



表面の説明（特殊肥料） 

※１ 販売業者の場合は、販売業務開始届出書を届け出た都道府県名を記載してください。 

 

※２ 中身の重さが表示より下回らないようにしてください。 

   重量の表示は、「ｋｇ」、「キログラム」、「ｇ」、「グラム」どちらでも表記できます。 

 

※３ 年月の表示方法は、次のいずれかの例により記載してください 

    令和３年１２月 

      Ｒ３．１２ 

    ２０２１．１２ 

    「生産した年月」は、生産業者が表示しているものを書き写してください 

 

※４ 肥料販売業務開始届出書で届け出たとおりに記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

肥料の表示の手引き（令和３（2021）年11月）107～108ページ 

独立行政法人 農林水産消費安全技術センター                   

 


